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令和７年度（２０２５年度）大阪府大阪狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 

 令和７年度（２０２５年度）大阪府大阪狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ４８，７００ 千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１，４０１，４４３ 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出

予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

  

 

大阪府大阪狭山市長 古 川 照 人 
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令 和 ７ 年 度 （ ２ ０ ２ ５ 年 度 ） 

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書                   

（後期高齢者医療特別会計） 
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